
目

次

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
一

○
都
市
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
指
定
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
三

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
指
定
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
漁
船
保
険
付
保
義
務
の
消
滅
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

公

告

○
都
市
計
画
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
四

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

正

誤

○
平
成
十
七
年
六
月
十
七
日
定
例
告
示
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
河
川
砂
防
課
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
七
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

い
ち
い
薬
局
鰺
ヶ
沢
病
院
店

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字

蒲
生
一
〇
六
の
一
〇

令
和三･
二･
一

青
森
県
告
示
第
七
十
五
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

階
上
町

二

事
業
の
種
類

ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
・
は
し
か
み
敷
地
保
全
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
天
当
平
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
認
め

青
森
県
報
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第
二
百
六
十
八
号

令
和
三
年二

月
八
日

（
月
曜
日
）



ら
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

申
請
に
係
る
事
業
は
、
青
森
県
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
天
当
平
地
内
に
設
置
さ
れ
て
い

る
「
ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
・
は
し
か
み
（
以
下
「
本
件
施
設
」
と
い
う
。
）
」
の
敷
地
を
保
全

す
る
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る

「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
必
要
な
予
算
が
、
町
議
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
て
お
り
、
本
件
事

業
を
施
行
す
る
た
め
の
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

㈠

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

本
件
施
設
は
、
昭
和
五
十
九
年
に
老
人
の
各
種
相
談
、
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
及
び

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
便
宜
を
総
合
的
に
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
と
し
て
設
置
さ
れ
、
平
成
四
年
に
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
を
併
設
し
て
オ
ー
プ
ン
し

た
施
設
で
あ
る
。

階
上
町
の
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
、
五
年
前
と
比
べ
て
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加

し
、
高
齢
者
人
口
の
割
合
も
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
な
ど
、
年
々
増
加
し
て
い
る
中

で
、
昨
年
度
の
本
件
施
設
の
利
用
者
数
は
約
二
・
八
万
人
、
利
用
回
数
も
約
千
三
百
回
程
度

で
安
定
的
に
推
移
し
て
お
り
、
町
民
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
は
高
い
状
況
で
あ

る
。本

件
施
設
は
、
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
の
ほ
か
、
成
人
式
や
町
民

文
化
祭
な
ど
の
催
事
、
文
化
協
会
や
婦
人
会
等
の
社
会
教
育
団
体
の
総
会
や
研
修
会
、
各
種

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
な
ど
で
幅
広
い
年
代
の
町
民
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
町
民
の
福
祉
の
増

進
、
文
化
の
向
上
及
び
活
力
あ
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
本
件
施
設
は
町
の
中
心
部
に
位
置
し
て
お
り
、
多
人
数
を
収
容
す
る
能
力
や
太

陽
光
発
電
設
備
等
を
備
え
た
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
階
上
町
地
域
防
災
計
画
」
に
お
い

て
、
指
定
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
防
災
対
策
の
面
で
も
必
要
不
可
欠
な
施
設
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
本
件
事
業
地
に
つ
い
て
は
、
長
期
の
借
地
契
約
に
よ
り
施
設
を
設
置
し

て
い
る
た
め
、
土
地
所
有
者
の
高
齢
化
及
び
将
来
的
な
相
続
の
発
生
な
ど
の
借
地
契
約
の
更

新
に
係
る
用
地
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

今
後
、
高
齢
化
が
進
展
し
、
多
様
化
す
る
町
民
の
ニ
ー
ズ
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
施
設
の
安
定
的
か
つ
継
続
的
な
利
用
を
可
能
と
す
る
た
め
、
本
件

事
業
地
を
取
得
す
る
公
益
上
の
必
要
性
は
非
常
に
大
き
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。

㈡

失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
施
工
を
必
要
と
し
な
い
う
え
、
本
件
事
業
地
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の

保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
よ
り
、
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置

を
講
ず
べ
き
文
化
財
及
び
動
植
物
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

起
業
地
選
定
の
合
理
性

本
件
事
業
地
は
、
階
上
町
役
場
及
び
階
上
町
商
工
会
の
裏
側
に
あ
り
、
隣
接
し
て
階
上
町

体
育
館
が
整
備
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
階
上
町
の
公
共
施
設
が
集
積
さ
れ
た
地
区
に
位
置
し
、

社
会
的
な
利
便
性
に
優
れ
て
い
る
。

仮
に
、
本
件
事
業
地
周
辺
に
新
た
な
土
地
を
取
得
し
、
同
様
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
、

用
地
費
に
加
え
て
造
成
費
や
建
設
費
等
の
多
額
の
工
事
費
が
必
要
と
な
り
、
経
済
性
で
劣
る

た
め
、
本
件
事
業
地
が
合
理
的
な
起
業
地
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益

を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ

る
。よ

っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
判
断
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

３
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
階
上
町
の
高
齢
者
は
年
々
増
加
し
て
い
る
中
で
、
町
民
の
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
は
高
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
施
設
の
安
定
的
か
つ
継
続

的
な
利
用
を
可
能
と
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
。

ま
た
、
本
件
施
設
は
指
定
避
難
所
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
防
災
対
策
の
面
で
も
必
要
不
可
欠

な
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
判
断
さ
れ

る
。本

件
事
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
り
、
ま
た
、
一
時
的
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利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
し
な
い
た
め
、
使
用
の
手
段
に
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
収
用

の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

階
上
町
役
場
総
務
課

青
森
県
告
示
第
七
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
北
都
市

計
画
区
域
及
び
上
北
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更

す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
東
北
町
企
画
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
七
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
北
都
市

計
画
道
路
及
び
上
北
都
市
計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
書
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
東
北
町
企
画
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

縦
覧
に
供
す
る
図
書
の
名
称

一

総
括
図

二

計
画
図

三

計
画
書

青
森
県
告
示
第
七
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
、

」

「

を
削
る
。

」

青
森
県
告
示
第
七
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
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株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
根
城
支
店

八
戸
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
出
張
所

八
戸
市
売
市
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
根
城
支
店

八
戸
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
出
張
所

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
軽
米
支
店

八
戸
市
売
市
三
丁
目

八
戸
市
売
市
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
南
部
支
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
南
部
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
二
戸
支
店

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
二
戸
支
店

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
軽
米
支
店

岩
手
県
二
戸
市
福
岡

岩
手
県
九
戸
郡
軽
米
町
大
字
軽

米
第
八
地
割



り
、
昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
を
も
っ
て
指
定
し
た
加
入
区
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
そ
の
指
定
を
変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

表
中

「

」

を「

」

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
八
十
号

昭
和
四
十
九
年
九
月
十
七
日
青
森
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号
（
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
よ
る
加
入

区
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
八
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
お
い
て
は
、
令
和
三
年
二
月
八
日
を
も
っ
て
指
定
漁
船
を
普
通
損
害

保
険
に
付
す
べ
き
義
務
が
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

加
入
区
の
名
称

赤
石
水
産公

告

都
市
計
画
区
域
の
変
更

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
東
北
都
市
計
画
区
域
及
び
上
北
都
市
計
画
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
、

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
区
域
の
名
称

東
北
都
市
計
画
区
域

二

都
市
計
画
区
域
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

な
し

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
坪
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
三
年
一
月
二
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行
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鰺
ケ
沢

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
、
大
字
田
中
町
、
大
字
七
ツ
石
町
、
大
字
本
町
、
大
字

浜
町
、
大
字
新
町
、
大
字
釣
町
、
大
字
漁
師
町
、
大
字
新
地
町
、
大
字
淀

町
、
大
字
富
根
町
、
大
字
舞
戸
町
お
よ
び
西
津
軽
郡
木
造
町
大
字
出
来
島
の

全
区
域

鯵
ヶ
沢
町

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
及
び
つ
が
る
市
木
造
出
来
島
の
区
域



土
地
改
良
区
の
管
理
規
程
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
十
和
田
土
地
改
良
区
の
赤
沼
頭
首
工
管
理
規
程
を
令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
二
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

楠

美

祥

行

管
理
規
程
の
概
要

一

放
流
及
び
取
水
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
適
正
な
取
水
位
に
よ
り
か
ん
が
い
取
水
を
行
い
、
毎
年
四
月
一
日

か
ら
九
月
十
五
日
ま
で
の
か
ん
が
い
期
間
に
あ
っ
て
は
、
頭
首
工
か
ら
受
益
地
に
必
要
な
か
ん

が
い
用
水
を
放
流
す
る
も
の
と
す
る
。

二

施
設
を
操
作
す
る
た
め
必
要
な
機
械
、
器
具
等
の
点
検
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
当
該
施
設
を
操
作
す
る
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
並
び
に
こ

れ
ら
の
操
作
の
た
め
に
必
要
な
設
備
を
常
に
良
好
な
状
態
に
保
つ
た
め
の
点
検
及
び
整
備
を
行

う
。

三

干
ば
つ
、
洪
水
時
そ
の
他
緊
急
事
態
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
洪
水
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
洪
水
警
戒
体
勢
を
と
り
、
関
係

機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
収
集
を
密
接
に
行
い
、
頭
首
工
の
操
作
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と

る
も
の
と
す
る
。
干
ば
つ
時
に
は
、
頭
首
工
の
水
位
及
び
頭
首
工
地
点
に
お
け
る
取
水
状
況
を

理
事
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

四

そ
の
他
施
設
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

頭
首
工
管
理
責
任
者
は
、
頭
首
工
管
理
日
誌
を
備
え
、
当
該
頭
首
工
の
管
理
に
係
る
事
項
を

記
録
し
、
管
理
日
誌
を
理
事
長
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

正

誤

（ ）5 青 森 県 報 第268号令和３年２月８日 月曜日

河

川

砂

防

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区
分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
一七･
六･一七

第
二
四
九
一
号

告
示

第
五
二
三
号

四

上

表
中

五

上

表
中

左
岸

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
一

一
五
番
地
一
地
先

右
岸

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一

一
〇
番
地
五
地
先

左
岸

青
森
市
大
字
新
城
字
山
田
一

一
五
番
地
一
地
先

右
岸

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
三

〇
番
地
一
一
地
先

左
岸

む
つ
市
大
畑
町
袋
石
四
番
地

一
地
先

右
岸

む
つ
市
大
畑
町
赤
坂
十
九
番

地
一
五
地
先
の
小
目
名
橋
下

流
端

左
岸

む
つ
市
大
畑
町
小
目
名
家
ノ

下
地
先
の
小
目
名
橋
下
流
端

右
岸

む
つ
市
大
畑
町
赤
坂
地
先
の

小
目
名
橋
下
流
端



（ ）6青 森 県 報 第268号令和３年２月８日 月曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


